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友だちのことを大切に
ー志賀保・人権教室ー

サンタさんがやってきた
ーひだかおはなしの会ー

「ひいのの」が NEW OPEN!
ー旧比井小学校を活用ー

　12月９日（金）、志賀保育所（岩橋かをる所
長）にて、人権擁護委員の塩﨑貢さんらの協力
のもと、人権教室が開催され、４・５歳児の園
児らが授業を受けました。
　園児らは、友だちを題材にした絵本の読み聞
かせやパネルシアターで、思いやりについて学
びました。最後に塩﨑さんから「お友だちのこ
とを大切にし、相手を思いやる気持ちをもって
ください」とメッセージが送られました。

　12月20日（火）、中央公民館で乳幼児を対象と
したクリスマス会が開催され、幼児と保護者ら約
30人が参加しました。
　クリスマス会では、絵本の読み聞かせやエプロ
ンシアターの後、サンタクロースが登場し、お菓
子などの詰め合わせがプレゼントされました。
　おはなしの会は、毎月第３火曜日に開催されて
おり、絵本の読み聞かせやおもちゃで遊んだりし
て、親子が触れ合える場となっています。

　旧比井小学校にて「ひいのの」（社会医療法
人黎明会）が12月10日（土）にプレオープン、
13日（火）にオープンしました。「ひいのの」で
は１階はカフェ・物販、２階では卓球やモルッ
クを楽しめます。プレオープンでは、カフェの
オープン、餅まきが行われ多くの来場者で賑わ
いました。営業時間：午前 ９ 時～午後４時

ラ ン チ：午前11時～午後２時
定 休 日：月曜日
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■もらえるポイントは最大２０,０００円！

「マイナンバーカード」を取得して
　マイナポイントをもらおう！

〜申請期限が２月末まで延長されました〜

５，０００円分 ７，５００円分 ７，５００円分

最大

２０，０００円分

最大

合 計

　マイナンバーカードの普及を促進するとともに、消費喚起や生活の質の
向上につなげるために、幅広いサービスや商品の購入などにご利用いただ
けるマイナポイント事業の第２弾を実施しています。
　この機会に、便利に使えるマイナンバーカードを申請しましょう！

※ マイナポイントをもらうためには、ポイント申込の手続きを行ってください。

マイナンバーカードの
新規取得で

健康保険証としての
利用申し込みで 公金受取口座の登録で

■ポイントをもらうための3STEP！

マイナンバーカードを
取得！

STEP1

・健康保険証として
　利用申込
・公金受取口座登録

STEP1

マイナポイントの
予約・申込！

STEP2

ポイントの申込！

STEP2

上限5,000円分の
ポイントを取得！

STEP3

それぞれ7,500円分の
ポイントを取得！

STEP3

カードが
来たら

チャージor
お買い物で

更に ！

■マイナンバーカードは２月末までに申請！

　マイナンバーカードの申請期限：2月末日
　　※窓口の混雑も予想されますので、申請される方はお早めに役場窓口までお越し下さい。
　　　期限の延長は今回が最後となっておりますので、忘れずに申請をお願いします。

【お問い合わせ先】
　・マイナポイントの申込について　　　総務課（☎６３・２０５１）
　・マイナンバーカードの申請について　住民生活課（☎６３・３８００）
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